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　最近は、警察官や百貨店員

になりすましてキャッシュカ

ードをだまし取る手口が増え

ています。キャッシュカード

は絶対に他人に渡さず、暗証

番号も教えないでください。

おかしいと思ったら消費生活

センターや警察へご相談くだ

さい。

　昨年度に引き続き、高齢者

を特殊詐欺や悪質商法などの

迷惑電話から守るため、特殊

詐欺等被害防止機器を無料で

貸し出します。

　昨年度の利用者からは「以

前よりも安心して電話に出ら

れる」「迷惑電話を自動的に

切ることができて良い」など

の声が寄せられています。迷

惑電話対策にご利用ください。

対象

　65歳以上の高

齢世帯など

費用　無料

※電話番号表示

サービスなど

の契約が必要。費用は自己

負担

申込方法　６月１日㈮～８月

31日㈮に申請書を持参

※申請書は消費生活センター

で配布

申込・問合先

　消費生活センター

　☎０６(６９０２)７２４９

６月の水道メーター取替工事予定地区 島頭１丁目～４丁目、南野口町、下馬伏町（施工業者　㈱星和管工　☎０７２（８８２）９２１５）

会
議
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

◆
30
年
度
第
１
回
門
真
市
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
審
議

会
と
き　

６
月
27
日
㈬
午
後
１
時
か
ら

（
傍
聴
の
受
付
は
午
後
０
時
50
分

か
ら
）

※
事
前
申
込
不
要

と
こ
ろ　

第
２
会
議
室
（
市
役
所
別

館
３
階
）

内
容

◦
門
真
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
の
検
証
に
つ
い
て

◦
地
方
創
生
推
進
交
付
金
に
係
る
事

業
の
効
果
検
証
に
つ
い
て

問
合
先　

企
画
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
５
７
２

住
民
活
動
災
害
補
償
制
度
の

団
体
登
録
を
受
付

　

住
民
活
動
災
害
補
償
制
度
と
は
、

住
民
団
体
な
ど
が
行
う
活
動
中
に
、

事
故
に
よ
っ
て
参
加
者
が
ケ
ガ
や
死

亡
し
た
場
合
に
備
え
て
市
が
加
入
す

る
保
険
で
す
。
利
用
に
は
事
前
の
団

体
登
録
が
必
要
で
す
。

対
象

　

主
に
市
内
で
活
動
す
る
５
人
以
上

の
住
民
団
体
で
の
活
動

※
政
治
・
宗
教
団
体
、
法
人
化
さ
れ

た
団
体
、
企
業
内
グ
ル
ー
プ
や
サ

ー
ク
ル
を
除
く

補
償
期
間

　

７
月
１
日
㈰
～
31
年
７
月
１
日
㈪

登
録
方
法

　

６
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮
に
団
体
が

関
係
し
て
い
る
担
当
課
へ
直
接

※
担
当
課
が
な
い
場
合
は
文
化
・
自

治
振
興
課
へ
直
接

問
合
先

　

文
化
・
自
治
振
興
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
３
４

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

募
集
住
宅

　

下
表
参
照

申
込
資
格

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

◦
同
居
の
親
族
（
婚
約
者
を
含
む
）

が
い
る
３
人
以
上
の
世
帯

◦
入
居
予
定
者
全
員
の
収
入
合
計
が

収
入
基
準
を
満
た
す

◦
市
在
住
ま
た
は
在
勤
で
独
立
の
生

計
を
営
ん
で
い
る

◦
保
証
人
が
い
る

◦
入
居
者
お
よ
び
同
居
人
が
暴
力
団

員
で
な
い
な
ど

※
詳
し
く
は
「
市
営
住
宅
入
居
申
込

み
の
し
お
り
」
参
照

し
お
り
の
配
布

　

７
月
２
日
㈪
か
ら
市
役
所
（
宿
直

室
、
別
館
受
付
、
都
市
政
策
課
）
、

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、
門
真
市
営

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
（
新
橋
町
３

︲
３
︲
１
１
４
）
で
配
布

申
込
方
法

　

７
月
４
日
㈬
～
10
日
㈫
に
直
接

※
抽
選
会
は
７
月
20
日
㈮
午
後
１
時

か
ら
第
３
会
議
室
（
市
役
所
別
館

３
階
）
で
実
施

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６
（
６
９
０
８
）
９
８
５
５

市
民
公
益
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者
を
募
集

　

市
民
公
益
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

市
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
な
ど
が
自
主
的
・
自
発
的
に

市
民
公
益
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
に

対
し
て
支
援
す
る
こ
と
で
、
協
働
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
拠
点

施
設
で
す
。

　

指
定
管
理
者
に
は
、
施
設
管
理
の

ほ
か
、
市
民
公
益
活
動
が
活
性
化
す

る
事
業
の
実
施
や
情
報
発
信
、
相
談

事
業
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
も
ら
い

ま
す
。

対
象
施
設　

市
民
公
益
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
（
市
民
プ
ラ
ザ
内
）

募
集
要
項
な
ど
の
配
布

　

６
月
４
日
㈪
～
20
日
㈬
に
地
域
政

策
課
で
配
布

申
請
期
間　

　

７
月
10
日
㈫
～
24
日
㈫

※
対
象
や
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

募
集
要
項
な
ど
参
照
。
募
集
要
項

な
ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先　

地
域
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
１
２

女
性
の
た
め
の
創
業
カ
フ
ェ

～
女
性
限
定
だ
か
ら
安
心
し

て
参
加
～

　

お
茶
を
し
な
が
ら
創
業
の
コ
ツ
や

不
安
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
を
学
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

と
き　

６
月
30
日
㈯

　

午
前
10
時
～
正
午

と
こ
ろ　

守
口
文
化
セ
ン
タ
ー

講
師　

三
根
早
苗
（
㈲
パ
ワ
ー
エ
ン

ハ
ン
ス
メ
ン
ト
代
表
取
締
役
）

費
用　

１
０
０
０
円
（
ド
リ
ン
ク
付
）

※
１
歳
～
未
就
学
児
の
無
料
保
育
あ

り
申
込
方
法　

電
話

※
詳
し
く
は
守
口
門
真
商
工
会
議
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
込
・
問
合
先　

　

守
口
門
真
商
工
会
議
所

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
３
３
０
３

合
葬
墓
「
虹
の
丘
」
の
ご
案
内

対
象　

門
真
・
守
口
・
大
東
・
四
條

６
月
３
日
㈰
～
９
日
㈯
は

危
険
物
安
全
週
間

30
年
度
危
険
物
安
全
週
間
推
進
標
語

「
こ
の
一
球届

け
無
事
故
へ

み
ん
な
の
願
い
」

　

消
防
署
で
は
、
毎
年
６
月
第
２
週

を
「
危
険
物
安
全
週
間
」
と
し
て
危

険
物
を
取
り
扱
う
事
業
所
な
ど
の
立

入
検
査
や
訓
練
を
実
施
し
、
自
主
保

安
の
推
進
や
、
危
険
物
に
対
す
る
認

識
の
徹
底
と
事
故
の
防
止
を
呼
び
か

け
ま
す
。
家
庭
で
も
灯
油
、
て
ん
ぷ

ら
油
、
化
粧
品
、
各
種
ス
プ
レ
ー
な

ど
危
険
物
が
含
ま
れ
る
物
を
扱
う
と

き
に
換
気
す
る
と
と
も
に
、
火
気
の

近
く
で
は
絶
対
に
扱
わ
な
い
よ
う
に

し
、
危
険
物
に
よ
る
事
故
を
な
く
す

よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
５
）
０
１
１
９

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

（
資
格
取
得
）

　

防
火
管
理
者
が
不
在
の
事
業
所
な

ど
は
管
理
・
監
督
的
な
立
場
の
人
が

受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き

　

６
月
28
日
㈭
午
前
９
時
40
分
～
午

後
５
時
、
６
月
29
日
㈮
午
前
９
時

40
分
～
午
後
３
時
30
分

※
２
日
間
の
受
講
が
必
要

と
こ
ろ　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部

費
用　

４
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代

含
む
）

申
込
方
法

　

６
月
１
日
㈮
～
20
日
㈬
の
平
日
午

前
９
時
～
午
後
５
時
に
直
接

※
申
込
時
に
写
真
（
縦
30
㎜
×
横
24

㎜
、
上
半
身
、
脱
帽
、
無
背
景
）

１
枚
が
必
要

※
詳
し
く
は
守
口
市
門
真
市
消
防
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
込
・
問
合
先

　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
５
）
０
１
１
９

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

部
予
防
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
６
）
１
３
０
２

救
急
講
習

◆
普
通
救
命
講
習
Ⅰ

対
象　

初
め
て
心
肺
蘇
生
を
学
ぶ
人

内
容　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
な
ど

◆
普
通
救
命
講
習
Ⅱ

対
象

　

大
勢
の
人
が
出
入
り
す
る
場
所
に

勤
務
す
る
人
や
、
心
肺
停
止
者
に

遭
遇
す
る
可
能
性
が
高
い
人
な
ど

内
容　

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
の
内
容
に

加
え
、
実
技
・
筆
記
試
験

◆
普
通
救
命
講
習
Ⅲ

対
象　

日
常
的
に
小
児
に
接
す
る
人

内
容

　

新
生
児
、
乳
児
、
小
児
を
対
象
と

し
た
心
肺
蘇
生
法
な
ど

◆
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
再
講
習

対
象　

救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資

格
認
定
日
か
ら
３
年
以
内
の
人

※
資
格
の
有
効
期
限
に
注
意

内
容　

救
命
に
必
要
な
応
急
手
当
の

指
導
要
領

◆
上
級
救
命
講
習

内
容　

普
通
救
命
講
習
Ⅱ
の
内
容
に

加
え
、
小
児
・
乳
児
へ
の
心
肺
蘇

生
法
や
傷
病
者
管
理
法
、
熱
傷
の

手
当
て
な
ど

◆
共
通

と
き　

７
月
22
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部

費
用　

２
０
０
円

※
上
級
救
命
講
習
の
み
３
０
０
円
（

テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
方
法

　

６
月
18
日
㈪
～
７
月
13
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
９
時
に
直
接

※
電
話
で
の
受
付
は
不
可
。
駐
車
場

な
し

申
込
・
問
合
先　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
５
）
０
１
１
９

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

部
警
備
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
６
）
１
３
０
５

29
年
度
守
口
市
門
真
市
消

防
組
合
情
報
公
開
制
度
お

よ
び
個
人
情
報
保
護
制
度

の
運
用
状
況

　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
で
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
消
防
行
政
へ
の
理

解
と
信
頼
を
深
め
て
も
ら
い
、
参
加

を
促
進
し
、
開
か
れ
た
行
政
を
推
進

す
る
た
め
、
情
報
公
開
制
度
お
よ
び

個
人
情
報
保
護
制
度
を
運
用
し
て
い

ま
す
。

29
年
度
運
用
状
況　

下
表
参
照

※
１
件
の
請
求
に
対
し
て
複
数
の
決

定
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

請
求
件
数
と
処
理
状
況
の
合
計
件

数
が
異
な
る
場
合
あ
り

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
総
務
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
６
）
１
１
２
３

募集住宅 募集戸数 規模 竣工年度 備考

本町住宅（１期） １

３DK

平成12年度 ４階。子育て世帯（注釈）が対象

本町住宅（２期） １ 平成14年度 ３階

寿住宅（１期）

１

昭和56年度

１階

１ ２階

２ ３階。１戸は子育て世帯（注釈）が対象

１ ５階

（注釈）子育て世帯とは、中学生未満の子どもを含む世帯

※寿住宅はエレベーターなし

※募集戸数は予定数

※家賃は入居者の収入や住宅の便益に応じて設定

※敷金（家賃の３カ月分）が入居時に必要

特殊詐欺にご注意ください

◆情報公開制度

区分 件数

請求件数 ０

処
理
状
況

全部公開 ０

一部公開 ０

非公開 ０

文書不存在 ０

情報提供 ０

取下げ ０

審査請求 ０

◆個人情報保護制度

区分 件数

請求件数 ３

処
理
状
況

全部開示 １

一部開示 ３

非開示 ０

審査請求 ０

畷
市
在
住
の
人
。
ま
た
は
飯
盛
霊

園
の
墓
所
使
用
者

※
そ
の
ほ
か
の
人
も
申
込
可
。
個
別

安
置
・
記
名
料
が
割
増

内
容
・
費
用

◦
合
葬
…
５
万
円

◦
合
葬
・
個
別
安
置
…
10
万
円

◦
合
葬
・
記
名
…
15
万
円

◦
合
葬
・
個
別
安
置
・
記
名
…
20
万

円
申
込
方
法

　

申
請
書
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